
広域的な連携を活用した地域づくり促進検討会（自治体法務ＷＧ）
検討結果報告書（概要版）

〔検討趣旨〕
国の義務付け・枠付けの見直しに伴い、今後、市町村において、多岐にわたる事務を自らの判断の下で、各種基準の見直し

を行い、新たな基準を条例により定める必要が生じることから、地域主権改革における義務付け・枠付けの見直しの理解を深
めるとともに、その見直しの際の基準設定の効果的な対応のあり方や課題等について検討を行った。

〔報告書の位置づけ〕
道内市町村に速やかに情報提供され、道内市町村において、課題解決指向と住民指向の政策法務の実現に向けた体制づ

くりに資することを期待

地域主権改革の動き（経過）

市町村の現状と課題（道内4市町のﾋｱﾘﾝｸﾞ結果より）

・小規模な団体ほど、一人で多くの事務をこなさな

 

ければならないと思われる。
・大都市以外では、行政経験を踏まえた人事異動

 

が困難となっており、特に専門的な知識やスキル

 

を持つ法制担当者が異動した後、一からスキル

 

を身につけなければならない状況となっていると

 

思われる。
・組織体制や厳しい財政状況から、独自政策を実

 

施するための条例策定が行われることはあまり

 

なく、現状維持の傾向にあると思われる。

法制業務の対応状況

・条例集の編集作業を中心に、民間企業へ業

 

務委託を行っており、委託先から法律改正

 

に伴う条例改正に必要となる情報提供を受

 

けている。
・北海道町村会法務支援室では、町村が法務

 

面で自立するための相談、人材育成、情報

 

提供などの支援を行っており、道内の町村の

 

多くは、この機能を活用している。

外部機関の活用状況

・法制担当者が情報交換などを行う会議

 

は、同規模の団体同士のもののほか、

 

地域ごとに設置されているところもある

 

が、地域によってはないところもあり、地

 

域差があると思われる。
・情報はインターネットで収集できるため、

 

他団体との情報交換は減少傾向にある

 

と思われる。

自治体間の連携状況

・小規模な団体では、連携は有効であり、道の関与

 

も必要と考えているところがある。
・大規模な団体では、単独で業務を遂行することが

 

できるが、抱えている課題が共通する同規模の

 

団体との情報交換や相談は有効と考えていると

 

ころがある。

連携の意向とその内容
・大規模市など独自に検討を始めているところもあるが、多くの団体では、地域主権担当課で

 

も提供された情報の内容確認が難しいなど、対応に苦慮していることから各分野の担当部

 

署への適切な情報提供が困難な状況にあると思われる。
・小規模団体では、その人員体制から、基準の策定時においても、各分野における分かりや

 

すいフローチャートやマニュアルに類するものがあれば対応できるのではないかとの意見が

 

あった。
・多くの団体が、基準を定めるに当たり、道や近隣市町村との基準の整合性を図ることが重要

 

と考えており、地域主権の趣旨とは異なり、他との横並びを重視する団体が多くを占めている

 

と思われる。

地域主権改革の理解度

第１期
地方分権改革

機関委任事務を
廃止し、自治事
務と法定受託事
務に区分

権限、財源の
移譲はほと
んど無し

三位一体改革

３兆円の税源移譲

義務的経費の国庫負担率
引下げ(1/2 → 1/3)
地方交付税削減(5.1兆)

第２期
地方分権改革

■第１次勧告
福祉施設などの基準等の見直しや国と
地方の役割分担の方向性

■第２次勧告
国の出先機関の見直しや義務付け・枠

付けの見直し(4,076条項)
■第３次勧告

重点3事項に該当する義務付け・枠付
け(892条項)の廃止や条例委任

■第4次勧告

国と地方の税源配分を5:5を当初目標に

■第１次見直し
（地方要望分）
義務付け・枠付け

(41法律･121条項)の
見直し等

■第２次見直し
（地方要望分以外）
義務付け・枠付け

(160法律･538条項)
の見直し等

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

地域主権改革に伴う市町村への影響

市町村への影響

※条例制定権の限界
・条例制定権は、憲法（特に人権保障）に抵触しないことを大前提として、「地方自治体の事務に関するものであって、法令の範囲内で

 

あること」という２つの面から限界があることを認識した上で、条例を制定する必要がある。

市町村に求められる対応

形式的な条例制定権の拡大

地方分権一括法の施行
↓

自治事務及び法定受託事務は、地方自治体の議会で条例制定
が可能に

↓
国の法令等が及んでいない空白域は限定的で、条例制定の余
地があまり残されていなかった

実質的な条例制定権の拡大

地方分権改革推進計画
↓

義務付け･枠付けの見直しに関係する41法律の一括改正
↓

政令･省令による規律が減り、法定基準を条例に委任

義務付け･枠付けの見直し

地域主権改革
法令等で定められている基準の一部が条例に委任されること
により、条例で地域の実情に応じた規制を行う必要に迫られ
るなどの対応を要する

課題解決型の政策法務 法務を政策実現手段として捉え、対応することが必要

自主的な自治体運営の実現を目指すもの
として、自治の力が格段に高まる

地域主権改革の効果が地域住民にまで波及し、
住民はその効果を実感する
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義務付け・枠付けの見直しに伴う条例制定プロセス

基準の内容（法改正の概要）

～公営住宅の入居基準～
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同居親族要件

・同居親族要件の廃止に伴い、右記
のような判断を政策的に決定の上、
条例で規定することが可能になる。

区分 利点 主な検討課題

同居親族要件を全て廃止し、
若年層単身者の入居を容認 新たな階層が入居することによるコ

ミュニティの活性化
・応募倍率の上昇
・民間市場（事業者）との競合
・単身者用住戸不足
・世帯分割の促進
・寄り合い世帯の入退去時の管理

など

同居親族要件を一部廃止
(親族要件のみ廃止)し、寄
り合い世帯の入居を容認

同居親族要件を現行どおり
維持

変更による混乱が生じない

入居収入基準

〔本来階層における収入基準の設定〕

・本来階層の入居収入基準額の設定

 

が条例に委任されることにより、右

 

記のような判断を政策的に決定の

 

上、条例で規定することが可能にな

 

る。

区分 利点 主な検討課題

基準額の引き上げ 新たな階層が入居することによるコ
ミュニティの活性化

・応募倍率の上昇
・民間市場（事業者）との競合など

基準額の引き下げ 応募倍率の低下
より多くの低所得者が入居可能

・偏りのある階層構成になる
・収入超過者となる既入居者など

現行どおり 変更による混乱が生じない ・高齢化の進行によるコミュニティ
の弱体化など

〔裁量階層の対象層と収入基準
金額の設定〕

・裁量階層の収入基準等の設定が条

 

例に委任されることにより、右記のよ

 

うな判断を政策的に決定の上、条例

 

で規定することが可能になる。

区分 利点 主な検討課題

対象層の拡大（追加） 新たな階層が入居することによるコ
ミュニティの活性化

・応募倍率の上昇
・民間市場（事業者）との競合など

対象層の縮小（廃止） 応募倍率の低下 ・偏りのある階層構成になる
・収入超過者となる既入居者など

現行どおり 変更による混乱が生じない ・高齢化の進行によるコミュニティ
の弱体化など

区分 利点 主な検討課題

基準額の引き上げ 新たな階層が入居することによるコ
ミュニティの活性化

・応募倍率の上昇
・民間市場（事業者）との競合など

基準額の引き下げ 応募倍率の低下 ・偏りのある階層構成になる

・収入超過者となる既入居者など

現行どおり 変更による混乱が生じない ・高齢化の進行によるコミュニティ
の弱体化など

◆裁量階層の対象層

◆収入基準金額

※地域主権改革に伴い地方自治体が具体的に対応を要する条例の基準制定について、ケーススタディとして検討を行うこととした。
なお、第１次一括法における主な条例委任事項は、公営住宅、道路・河川、福祉施設に関する基準であるが、全ての市町村に関係
し、政策的な裁量要素が大きいことなどを勘案し、「公営住宅の入居収入基準」を検討対象とした。

法改正前 法改正後

同居親族要件
同居または同居しようとする親族がいること。
（老人、身体障害者等を除く）

同居親族要件を廃止

収入基準 次の金額以下の収入であること。 次の金額以下の収入であること。

収入分位２５％

月額１５．８万円

収入分位４０％

月額２１．４万円

裁
量
階
層

本
来
階
層

裁量階層
60才以上の老人や

身体障害者などに
ついては、収入分
位４０％の金額以

下で条例で定める
金額

本来階層

裁量階層以外の、
低額所得者の住宅
を確保するため定
めた金額
法、政令で固定

地方の裁量あり

地方の裁量なし

収入分位とは

全国の２人以上世帯を
収入の順に並べ、例え
ば収入分位２５％であれ
ば収入の低い方から４
分の１番目に該当する
収入に相当する分位。

また、月額金額は、当該
分位相当する額を月額
換算したもの。

収入分位２５％

月額１５．８万円

収入分位５０％

月額２５．９万円

裁
量
階
層

本
来
階
層

裁量階層
60才以上の老人や

身体障害者などに
ついては、収入分位
５０％（予定）の金額

以下で条例で定め
る金額

本来階層

政令で定める額（収
入分位２５％を予
定）を参酌して条例
で定める金額

地方の裁量あり

国の基準を参酌の
上、変更が可能に

住民の住宅確保の状況や公営住宅の空き状況、待機人数などを踏まえた、
自治体独自の住宅行政を行うことが可能に

上記収入分位
は改正法公布
後、政令によ

り定められる。

H21.12国交省

資料に示され
た額を記載。



条例制定の工程表（最速制定パターン）

条例制定における課題

〔政策課題の発見と解決（意識改革）〕
・法務を政策実現手段として捉え、地域主権改革によって得られる地方の利益を最大限に活用して行く意識改革が必要となる。

〔特定公共賃貸住宅等の物件や民間物件との関係〕
・公営住宅の入居収入基準を変更する際には、特定公共賃貸住宅や高齢者優良賃貸住宅等の基準変更についても検討を要する場合

 

があると考えられる。
・また、民間住宅の物件数や家賃の状況、市町村として民間住宅の供給を促進するのか、または、公営住宅を増やすのかなど、民間住

 

宅とのバランスや施策の方向性の整合性なども考慮する必要がある。

〔道営住宅や近隣市町村営住宅との関係〕
・道営住宅が立地している市町村やその近隣市町村は、市町村営住宅の入居収入基準が道営住宅と乖離しないように考慮することも

 

考えられるため、基準を検討する際に道との情報共有・調整が課題となる。

〔住民の意見反映〕
・住民から意見を公募するに当たっては、公営住宅法の解説や検討の経緯について、図表・グラフなどを活用しつつ、住民にわかりや

 

すい資料により、住民から建設的な意見が提出されるよう、工夫する必要がある。
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H23.8～10 H23.10～H23.11 H23.11～12

条
例
制
定
・
公
布

（
公
営
住
宅
条
例
の
改
定
）

〔政策の検討段階〕 〔政策の合意形成段階〕 〔政策の公定段階〕

隣接する自治体等との情報交換など

〔政策検討のためのデータ収集〕
■公営住宅の空き状況
■市町村内での収入分位
■民間市場（物件数･家賃）の状況 など

〔適正な収入基準等の検討〕
（条例案骨子の作成）

■他の自治体の対応なども参考にしながら、
条例制定によって生じるメリットやデメ

リットを比較・検討し、政策判断を行う。

政
省
令
の
公
布

H23.8
(想定)

条
例
案
の
作
成

議
会
へ
の
提
案
・

審
議

〔専門家等の意見聴取〕
〔パブリックコメントの実施〕

■政策判断の内容が住民生活に
影響を及ぼすと考えられる場合

には、必要に応じて、専門家等
による審議会への諮問やパブ
リックコメントを実施

※同居親族要件は経過措置なし

1
年
の
経
過
措
置

※一般的に、既存の基準を変更する場合は、その適用を受ける者に混乱が生じるこ
とのないよう、条例の公布時期と施行の時期をずらし、その内容を周知させるた
めの期間（最低3ヶ月程度）を設けることが望ましい。

H24.4

条
例
施
行



広域連携とその効果

［当面する地域主権改革への対応］

＜取組体制＞
・今後、道内市町村においては、地域主権改革

に伴う国の政省令の改正の動向等を踏まえ、
地域の実情に応じた条例の制定が必要となる
が、地域の法制業務の整備体制の実態を勘
案すると、市町村等が連携して対応することも
有効であり、この場合、道 （振興局）に対しても
一定の役割が期待される。

道が過度に関与することは、地域主権改革の
理念を考慮すると望ましい形とはいえないが、
条例委任される基準の内容によっては、道と市
町村間で調整を要するものや市町村間のバラ
ンスを顧慮すべきものもあることなどから、道と

市町村等の連携の場を設け、検討を進めて行
くことが有効であると考えられる。

＜具体的な検討プロセス＞
・地域主権型社会に相応しい条例づくりのプロセスは、「政策の検討段階」、「政策の合意形成段階」、「政策の公定段階」の３つ

のステップに区分できるが、何れの段階においても、自治体間の情報交換が有効と考えられる。

有効と考えられる連携のあり方
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＜会議のイメージ＞

区 分 有効と考えられる連携

①政策の検討段階 ◆対面形式による連携の場を設置
条例の必要性や合理性を基礎づける社会的・経済的状況を把握し、立法
事実を検討する上で、他の自治体と様々な情報交換等を行うことは有効
と考えられる。

◆政策検討のためのデータ収集
適正と考えられる収入基準を検討するため、隣接する自治体などと連携
し、データ収集を行い、比較・検討を行うことは、有効と考えられる。

（収集データ例）
・公営住宅の空き状況
・未入居の低額所得者の状況
・民間市場の状況（物件数、家賃）
・高額所得者の入居希望
・単身者の入居希望
・将来の入居者予測（年金者人口など）
・子育て世代の政令月収の分布
・市町村内での収入分位の把握(国と乖離していないか)
・持家に居住している世帯数
・特別養護老人ホーム等の施設入居者数 など

②政策の合意形成段階 ◆審議会等の共同設置・運営
学識経験者等から構成する審議会を設置し、専門的見地から検討を行う
場合、個々の自治体ごとに審議会を設置・運営するよりも、同じ課題を
抱え、同一の対応方向を想定する他の自治体と共同で設置・運営する方
が効率的であるとともに、様々な情報を共有することができ、有効と考
えられる。

③政策の公定段階 ◆対面形式による連携の場を設置
議会に提案する条例案の時期や説明内容など、他の自治体と様々な情報
交換等を行うことは有効と考えられる。



〔地域の連携による法制執務能力の向上に向けた取組み〕

道内市町村の多くが、厳しい財政状況を反映して職員数の削減などの行財政改革を進める中、一部の大規模市等を
除き、市・町村を問わず法務執務にかかる体制整備は十分とは言えない状況にある。こうした中、地域主権改革に伴う
喫緊の業務に対応していくとともに、中長期的には、幅広く政策法務執務能力を高めていくことが求められているが、単
独の市町村による取組には自ずと限界があることから、地域の資源を活用した連携による取組が有効であると考えられ
る。現在、道内においては、北海道町村会により地区町村会ごとに条例研究会の立ち上げを目指す活動がなされてい
る。また、一部の地域においては、市町村相互あるいは市町村と地区町村会、振興局が連携して研究会を立ち上げるな

どの動きも見られるところである。
今後、こうした地域の取組みの進捗状況や実情に応じて、振興局の調整機能を生かしながら、市町村や地区町村会、

さらには町村会や市長会、道などが効果的に連携・協力し、地域の法制執務能力の向上に向けた取組みを進めること
も検討すべきと考えられる。

【取組のイメージ】

・今後、地方公共団体は、住民ニーズを的確に把握するとともに、自らの責任において地域の個性を活かした政策を
立案・実施し、住民にとって、住みよいまちづくりを行っていくことが求められている。

・そのためには、地域主権改革の動向を踏まえ、住民の視点に基づいた個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を
目指し、職員一人ひとりが政策形成能力や法制執務能力を高め、政策の実効性を確保することが不可欠である。

・課題解決型の法務体制に近づけるためには、自治体間の政策法務に関する連携は有効な取組。
・自治体間で連携を行うことにより、必要な情報交換が可能となり、自らでは発見できない課題を見出すことができる

ほか、住民サービスの向上につながる広域的な課題解決に向け、関係自治体が連携して条例を制定するという取組
も可能。

・地方自治体が政策法務活用型の体制を構築し、実践を積み重ねることにより、その効果が地域住民にまで波及し、
住民はその効果を実感することに繋がり、地域主権型社会の実現につながっていく。

• 政策目的性の検討
（立法事実の把握）

• 法的妥当性の検討

①政策の検討段階

• 専門家の意見聴取

• 住民の意見聴取

②政策の合意形成
段階

• 議会への提案

• 条例の公布・施行

③政策の公定段階

政策形成過程の公開

他の自治体と
対応方向に関
する情報交換

同じ課題を抱え、同一
の対応方向の場合、他
の自治体と共同で審議
会の設置を検討など

他の自治体と議
会への提案に関
する情報交換

連
携

連
携

連
携

＜条例制定プロセス＞

連携効果
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・現行の地区条例研究会

・地区町村会 

（条例研究会未設置地区） 

広域連携促進検討会 

（道・市長会・町村会） 

地域の関係機関が連携した取組 

（法令研究/研修など） 

市 

既存の法務関連勉強会等

調整

（総合）振興局 

「地域政策法務推進会議」 

（仮称）の活用 

調整 

連携

支援
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